
No. 頁

1 1

2 5

3 7

4 9

5 17

6 19

7 21

8 23

9 25
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意向表明時点における特定（産業別）最低賃金の適用労働者数及び適用使用者数

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表

鳥取地方最低賃金審議会事業場視察実績

地域別最低賃金の1,500円への早期引上げ及び全国一律化、並びに特定最低賃金
制度の運用改善を求める決議（中国地方弁護士会連合会）

年度別最低賃金改正一覧表

令和６年度地域別最低賃金改定状況

令和６年度特定最低賃金の審議・決定状況

特定（産業別）最低賃金の改正に関する意向表明について

令和７年度における特定（産業別）最低賃金の改正に関する意向表明について

令和７年度における特定（産業別）最低賃金の新設に関する意向表明について

第549回（令和６年度第６回）
鳥取地方最低賃金審議会

（令和7年3月11日）

資　　料　　目　　次

資　　　　　　料

令和６年度鳥取地方最低賃金審議会開催実績
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令
和
６
年
度
鳥
取
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
開
催
実
績

番
号

月
日

開
始
時
刻

会
議
名

主
な
審
議
内
容

1
6
月
2
4
日
(月

)
1
4
:0
0

事
業
場
視
察
（
株
式
会
社
丸
由

丸
由
百
貨
店
）

公
労
使
代
表
委
員
等
に
よ
る
視
察
の
実
施

2
6
月
2
6
日
(水

)
1
0
:0
0

公
益
委
員
会
議

令
和
６
年
度
審
議
会
運
営
に
つ
い
て

3
7
月
1
日
(月

)
1
4
:0
0
第
5
4
4
回
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

県
最
低
賃
金
改
正
諮
問
、
専
門
部
会
設
置
等

4
7
月
2
6
日
(金

)
9
:3
0
第
5
4
5
回
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

目
安
伝
達
、
基
礎
調
査
結
果
、
特
定
最
賃
必
要
性
諮
問
、
専
門
部
会
設
置

5
7
月
2
6
日
(金

)
1
2
:0
0

第
1
回
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

専
門
部
会
の
運
営
に
つ
い
て

6
7
月
3
0
日
(火

)
9
:3
0

第
2
回
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
放
映
、
意
見
陳
述
、
改
正
審
議

7
8
月
1
日
(木

)
9
:3
0

第
3
回
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

改
正
審
議

8
8
月
5
日
(月

)
9
:3
0

第
4
回
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

改
正
審
議

9
8
月
6
日
(火

)
9
:3
0

第
5
回
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

改
正
審
議

1
0

8
月
8
日
(木

)
9
:3
0

第
6
回
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

改
正
審
議

1
1

8
月
8
日
(木

)
1
3
:3
0

公
益
委
員
会
議

公
益
委
員
見
解
に
つ
い
て

1
2

8
月
9
日
(金

)
1
3
:1
5

第
7
回
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

改
正
審
議
、
議
決

1
3

8
月
9
日
(金

)
1
5
:4
0
第
5
4
6
回
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

改
正
審
議
、
議
決

1
4

8
月
2
7
日
(火

)
1
0
:0
0
第
5
4
7
回
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

異
議
審
議
、
議
決

1
5

9
月
9
日
(月

)
1
6
:1
5

第
1
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
各
商
）

改
正
の
必
要
性
の
審
議
、
議
決

1
6

9
月
9
日
(月

)
1
7
:3
0

第
1
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
電
機
）

改
正
の
必
要
性
の
審
議

1
7

9
月
1
2
日
(木

)
1
6
:3
0

第
2
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
電
機
）

改
正
の
必
要
性
の
審
議
、
議
決

1
8

9
月
1
2
日
(木

)
1
7
:0
0
第
5
4
8
回
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

改
正
の
必
要
性
の
審
議
、
議
決
、
金
額
改
定
の
諮
問
（
電
機
）

1
9

1
0
月
4
日
(金

)
1
4
:0
0

第
3
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
電
機
）

金
額
審
議

2
0

1
0
月
1
0
日
(木

)
1
7
:3
0

第
4
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
電
機
）

金
額
審
議

2
1

1
0
月
1
6
日
(水

)
1
7
:3
0

第
5
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
電
機
）

金
額
審
議

2
2

1
0
月
1
8
日
(金

)
1
7
:3
0

第
6
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
電
機
）

金
額
審
議
、
全
会
一
致
結
審
、
6
条
5
項
適
用

2
3

3
月
1
1
日
(火

)
1
6
:0
0
第
5
4
9
回
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

特
定
最
低
賃
金
意
向
表
明
、
審
議
会
確
認

-1-
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事
業

場
視

察
　

1
4
：
0
0

公
益

委
員

会
議

　
　

1
0
：
0
0
　

①
第

5
4
4
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

　
　

1
4
：
0
0

審
議

会
、

議
事

録
、

会
議

資
料

の
公

開
と

議
事

録
の

確
認

に
つ

い
て

鳥
取

県
最

低
賃

金
改

正
決

定
に

つ
い

て
（
諮

問
）

資
料

説
明

（
事

業
場

視
察

概
要

報
告

等
含

む
）

専
門

部
会

の
設

置
に

つ
い

て

意
見

聴
取

の
方

法
に

つ
い

て

最
低

賃
金

審
議

会
令

第
6
条

第
5
項

の
適

用
に

つ
い

て

最
低

賃
金

改
正

に
係

る
要

請
の

報
告

②
第

5
4
5
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

　
9
：
3
0

①
第

１
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
1
2
:0

0

令
和

６
年

度
地

域
別

最
低

賃
金

額
改

定
の

目
安

に
つ

い
て

（
伝

達
）

部
会

長
、

部
会

長
代

理
の

選
出

意
見

聴
取

結
果

に
つ

い
て

会
議

、
議

事
録

、
会

議
資

料
の

公
開

と
議

事
録

の
確

認
に

つ
い

て

最
低

賃
金

に
関

す
る

基
礎

調
査

結
果

等
に

つ
い

て
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
審

議

特
定

（
産

業
別

）
最

低
賃

金
改

正
決

定
に

係
る

申
出

に
つ

い
て

特
定

（
産

業
別

）
最

低
賃

金
改

正
決

定
の

必
要

性
の

有
無

に
つ

い
て

（
諮

問
）

②

中
央

最
低

賃
金

審
議

会
か

ら
地

方
最

低
賃

金
審

議
会

に
対

す
る

ビ
デ

オ
メ

ッ
セ

ー
ジ

意
見

陳
述

③
第

３
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
9
：
3
0

④
第

４
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
9
：
3
0

⑤
第

５
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
9
：
3
0

公
益

委
員

会
議

　
　

 1
3
：
3
0

⑥
第

６
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
9
：
3
0

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
お

よ
び

専
門

部
会

の
審

議
状

況
に

つ
い

て

公
益

委
員

見
解

に
つ

い
て

③
第

5
4
6
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

　
1
5
：
4
0

⑦
第

７
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
1
3
：
1
5

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
報

告
に

つ
い

て
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
審

議

鳥
取

県
最

低
賃

金
の

改
正

決
定

に
関

す
る

答
申

に
つ

い
て

8
/
8
(木

)

鳥
取

県
最

低
賃

金
の

改
正

審
議

8
/
9
(金

)

部
会

報
告

に
つ

い
て

　
　

　
　

 「
改

正
県

最
賃

異
議

申
出

公
示

」
（
公

示
期

間
：
公

示
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
を

経
過

す
る

日
ま

で
）
＜

異
議

申
出

あ
り

＞

　
8
/
5
(月

)

鳥
取

県
最

低
賃

金
の

改
正

審
議

　
8
/
6
(火

)

鳥
取

県
最

低
賃

金
の

改
正

審
議

鳥
取

県
最

低
賃

金
の

改
正

審
議

　
　

　
　

 「
特

定
（
産

業
別

）
最

低
賃

金
専

門
部

会
委

員
推

薦
公

示
」
（
公

示
期

間
：
２

～
３

週
間

程
度

）

7
/
3
0
(火

)
第

２
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
9
：
3
0

関
係

労
使

の
意

見
の

申
出

に
つ

い
て

鳥
取

県
最

低
賃

金
の

改
正

審
議

8
/
1
(木

)

7
/
1
（
月

）

　
　

　
　

　
「
鳥

取
県

最
低

賃
金

専
門

部
会

委
員

候
補

者
推

薦
公

示
」
（
公

示
期

間
：
２

～
３

週
間

程
度

）

　
　

　
　

　
「
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
決

定
に

係
る

関
係

労
使

の
意

見
聴

取
に

関
す

る
公

示
(最

低
賃

金
法

第
２

５
条

第
５

項
）
」
（
公

示
期

間
：
公

示
の

日
か

ら
３

週
間

程
度

）

　
　

　
　

　
「
鳥

取
県

最
低

賃
金

改
正

審
議

に
資

す
る

た
め

の
関

係
労

働
者

及
び

関
係

使
用

者
か

ら
の

意
見

発
表

者
の

募
集

」
（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
ほ

か
）

7
/
2
6
（
金

）

6
/
2
6
（
水

）

  
  

令
和

６
年

度
 鳥

取
地

方
最

低
賃

金
審

議
会

・
各

専
門

部
会

審
議

状
況

開
催

時
期

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
（
6
回

）
地

域
別

最
低

賃
金

専
門

部
会

（
県

最
賃

７
回

）

6
/
2
4
（
月

）

-2-



④
第

5
4
7
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
（
異

議
審

）
　

　
1
0
：
0
0

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
の

意
見

に
関

す
る

公
示

の
結

果
に

つ
い

て

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
の

意
見

に
関

す
る

異
議

の
申

出
に

つ
い

て
（諮

問
）

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
の

意
見

に
関

す
る

異
議

の
申

出
に

つ
い

て
（答

申
）

鳥
取

県
最

低
賃

金
　

時
間

額
９

５
７

円
（
５

７
円

引
上

げ
）

①
第

１
回

電
気

機
械

器
具

等
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

1
7
：
3
0

①
第

１
回

各
種

商
品

小
売

業
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

1
6
：
1
5

部
会

長
、

部
会

長
代

理
の

選
出

　
部

会
長

、
部

会
長

代
理

の
選

出

会
議

、
議

事
録

、
会

議
資

料
の

公
開

と
議

事
録

の
確

認
に

つ
い

て
会

議
、

議
事

録
、

会
議

資
料

の
公

開
と

議
事

録
の

確
認

に
つ

い
て

改
正

決
定

の
必

要
性

の
審

議
改

正
決

定
の

必
要

性
の

審
議

⑤
第

5
4
8
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

1
7
：
0
0

②
第

２
回

電
気

機
械

器
具

等
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

1
6
：
3
0

特
定

（
産

業
別

）
最

低
賃

金
の

改
正

の
必

要
性

の
有

無
の

部
会

報
告

改
正

決
定

の
必

要
性

の
審

議

特
定

（
産

業
別

）
最

低
賃

金
の

改
正

の
必

要
性

の
有

無
（
審

議
）
（
答

申
）

特
定

（
産

業
別

）
最

低
賃

金
の

改
正

決
定

に
つ

い
て

（
諮

問
）

最
低

賃
金

審
議

会
令

第
６

条
第

５
項

の
適

用
に

つ
い

て

③
第

３
回

電
気

機
械

器
具

等
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

1
4
：
0
0

最
低

賃
金

に
関

す
る

基
礎

調
査

結
果

等
に

つ
い

て

書
面

意
見

聴
取

調
査

結
果

等
に

つ
い

て

金
額

審
議

④
第

４
回

電
気

機
械

器
具

等
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

1
7
：
3
0

書
面

意
見

聴
取

調
査

結
果

等
に

つ
い

て

金
額

審
議

⑤
第

５
回

電
気

機
械

器
具

等
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

1
7
：
3
0

金
額

審
議

⑥
第

６
回

電
気

機
械

器
具

等
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

1
7
：
3
0

金
額

審
議

部
会

報
告

（
全

会
一

致
・
６

条
５

項
適

用
）

改
正

決
定

に
つ

い
て

（
答

申
）

時
間

額
９

６
３

円
（
５

７
円

引
上

げ
）

⑥
第

5
4
9
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

1
6
：
0
0

特
定

（
産

業
別

）
最

低
賃

金
の

改
定

等
に

係
る

意
向

表
明

に
つ

い
て

令
和

７
年

度
の

最
低

賃
金

審
議

に
つ

い
て

令
和

７
年

度
の

事
業

場
視

察
に

つ
い

て

令
和

７
年

３
月

1
1
日

（
火

）

1
0
/
1
8
(金

）

　
　

　
　

　
「
改

正
特

定
最

賃
異

議
申

出
公

示
」
（
公

示
期

間
：
公

示
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
を

経
過

す
る

日
ま

で
）
　

＜
異

議
申

出
な

し
＞

・
1
1
月

1
9
日

 官
報

公
示

鳥
取

県
電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス
・
電

子
回

路
、

電
気

機
械

器
具

、
情

報
通

信
機

械
器

具
製

造
業

最
低

賃
金

・
1
2
月

1
9
日

 効
力

発
生

  
  
  
  
  
  
 「

改
正

決
定

に
係

る
関

係
労

働
者

及
び

関
係

使
用

者
の

意
見

聴
取

に
関

す
る

公
示

(最
低

賃
金

法
第

２
５

条
第

５
項

）
」

1
0
/
4
(金

）

1
0
/
1
0
(木

）

1
0
/
1
6
(水

）

・
９

月
５

日
　

官
報

公
示

・
1
0
月

５
日

 効
力

発
生

特
定

（
産

業
別

）
最

低
賃

金
専

門
部

会

電
気

機
械

器
具

等
最

低
賃

金
（
６

回
）

各
種

商
品

小
売

業
最

低
賃

金
（
１

回
）

9
/
9
(月

)

9
/
1
2
(木

）

8
/
2
7
(火

)
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年
 
度

 
別

 
最

 
低

 
賃

 
金

 
改

 
正

 
一

 
覧

 
表

平
成

2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度

時
 
間

 
額

6
5
3
円

6
6
4
円

6
7
7
円

6
9
3
円

7
1
5
円

7
3
8
円

7
6
2
円

7
9
0
円

7
9
2
円

8
2
1
円

8
5
4
円

9
0
0
円

9
5
7
円

引
上

げ
額

7
円

1
1
円

1
3
円

1
6
円

2
2
円

2
3
円

2
4
円

2
8
円

2
円

2
9
円

3
3
円

4
6
円

5
7
円

引
上

げ
率

1
.
0
8
%

1
.
6
8
%

1
.
9
6
%

2
.
3
6
%

3
.
1
7
%

3
.
2
2
%

3
.
2
5
%

3
.
6
7
%

0
.
2
5
%

3
.
6
6
%

4
.
0
2
%

5
.
3
9
%

6
.
3
3
%

影
 
響

 
率

2
.
2
6
%

1
.
9
1
%

3
.
1
5
%

2
.
8
4
%

5
.
5
1
%

9
.
3
9
%

1
0
.
3
0
%

8
.
7
9
%

4
.
4
6
%

1
4
.
6
5
%

1
7
.
6
0
%

1
5
.
0
3
%

2
7
.
0
0
%

発
 
効

 
日

H
2
4
.
1
0
.
2
0

H
2
5
.
1
0
.
2
5

H
2
6
.
1
0
.
8

H
2
7
.
1
0
.
4

H
2
8
.
1
0
.
1
2

H
2
9
.
1
0
.
6

H
3
0
.
1
0
.
5

R
元

.
1
0
.
5

R
2
.
1
0
.
2

R
3
.
1
0
.
6

R
4
.
1
0
.
6

R
5
.
1
0
.
5

R
6
.
1
0
.
5

平
成

2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度

時
 
間

 
額

7
3
6
円

7
3
8
円

7
4
3
円

7
5
3
円

7
6
4
円

7
7
4
円

7
9
0
円

8
0
7
円

8
0
9
円

8
2
5
円

8
5
9
円

9
0
6
円

9
6
3
円

引
上

げ
額

1
円

2
円

5
円

1
0
円

1
1
円

1
0
円

1
6
円

1
7
円

2
円

1
6
円

3
4
円

4
7
円

5
7
円

引
上

げ
率

0
.
1
4
%

0
.
2
7
%

0
.
6
8
%

1
.
3
5
%

1
.
4
6
%

1
.
3
1
%

2
.
0
7
%

2
.
1
5
%

0
.
2
5
%

1
.
9
8
%

4
.
1
2
%

5
.
4
7
%

6
.
2
9
%

影
 
響

 
率

6
.
8
6
%

1
5
.
0
4
%

1
7
.
0
0
%

1
0
.
4
0
%

1
5
.
1
4
%

1
6
.
4
9
%

1
3
.
1
4
%

1
9
.
8
8
%

7
.
2
0
%

2
0
.
7
8
%

2
6
.
6
0
%

2
9
.
9
4
%

3
3
.
2
5
%

県
最

賃
比

率
1
1
2
.
7
1
%

1
1
1
.
1
4
%

1
0
9
.
7
5
%

1
0
8
.
6
6
%

1
0
6
.
8
5
%

1
0
4
.
8
8
%

1
0
3
.
6
7
%

1
0
2
.
1
5
%

1
0
2
.
1
5
%

1
0
0
.
4
9
%

1
0
0
.
5
9
%

1
0
0
.
6
7
%

1
0
0
.
6
3
%

発
 
効

 
日

H
2
5
.
1
.
1
7

H
2
6
.
1
.
9

H
2
6
.
1
2
.
2
5

H
2
7
.
1
2
.
1
9

H
2
8
.
1
2
.
2
2

H
3
0
.
1
.
1
1

H
3
0
.
1
2
.
2
8

R
元

.
1
2
.
2
8

R
2
.
1
2
.
3
0

R
3
.
1
2
.
1
7

R
4
.
1
2
.
1
7

R
5
.
1
2
.
1
7

R
6
.
1
2
.
1
9

時
 
間

 
額

6
9
7
円

6
9
7
円

7
0
0
円

7
1
0
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

9
0
2
円

9
0
2
円

引
上

げ
額

2
円

改
正

審
議

な
し

3
円

1
0
円

8
円

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

1
8
4
円

改
正

審
議

な
し

引
上

げ
率

0
.
2
9
%

0
.
4
3
%

1
.
4
3
%

1
.
1
3
%

2
5
.
6
3
%

影
 
響

 
率

0
.
2
1
%

0
.
0
0
%

0
.
4
0
%

0
.
0
0
%

1
8
.
5
5
%

県
最

賃
比

率
1
0
6
.
7
4
%

1
0
3
.
4
0
%

1
0
2
.
4
5
%

1
0
0
.
4
2
%

1
0
0
.
2
2
%

発
 
効

 
日

H
2
5
.
2
.
7

H
2
6
.
1
2
.
1
3

H
2
7
.
1
2
.
1
9

H
2
8
.
1
2
.
1
7

R
5
.
1
2
.
1
5

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

　
産

業
別

最
低

賃
金

鳥
取

県
電

子
部

品
・

デ
バ

イ
ス

・
電

子
回

路
、

電
気

機
械

器
具

、
情

報
通

信
機

械
器

具
製

造
業

最
低

賃
金

鳥
取

県
各

種
商

品
小

売
業

最
低

賃
金
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65
3円

66
4円

67
7円

69
3円

71
5円

73
8円

76
2円

79
0円

79
2円

82
1円

85
4円

90
0円

95
7円

73
6円

73
8円

74
3円

75
3円

76
4円

77
4円

79
0円

80
7円

80
9円

82
5円

85
9円

90
6円

96
3円

69
7円

69
7円

70
0円

71
0円

71
8円

71
8円

71
8円

71
8円

71
8円

71
8円

71
8円

90
2円

90
2円

60
0円

65
0円

70
0円

75
0円

80
0円

85
0円

90
0円

95
0円

10
00
円

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

平
成

26
年
度

平
成

27
年
度

平
成

28
年
度

平
成

29
年
度

平
成

30
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

鳥
取
県
の
最
低
賃
金
額

鳥
取
県
最
低
賃
金

電
気
機
械
器
具
等
製
造
業
最
低
賃
金

各
種
商
品
小
売
業
最
低
賃
金
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鳥取労働局

都道府県
名

ランク 目安額 引上げ額【円】 目安差額 発効年月日

北海道 B 50 1,010 (960) 50 2024年10月1日

青　森 C 50 953 (898) 55 5 2024年10月5日

岩　手 C 50 952 (893) 59 9 2024年10月27日

宮　城 B 50 973 (923) 50 2024年10月1日

秋　田 C 50 951 (897) 54 4 2024年10月1日

山　形 C 50 955 (900) 55 5 2024年10月19日

福　島 B 50 955 (900) 55 5 2024年10月5日

茨　城 B 50 1,005 (953) 52 2 2024年10月1日

栃　木 B 50 1,004 (954) 50 2024年10月1日

群　馬 B 50 985 (935) 50 2024年10月4日

埼　玉 A 50 1,078 (1,028) 50 2024年10月1日

千　葉 A 50 1,076 (1,026) 50 2024年10月1日

東  京 A 50 1,163 (1,113) 50 2024年10月1日

神奈川 A 50 1,162 (1,112) 50 2024年10月1日

新　潟 B 50 985 (931) 54 4 2024年10月1日

富　山 B 50 998 (948) 50 2024年10月1日

石　川 B 50 984 (933) 51 1 2024年10月5日

福　井 B 50 984 (931) 53 3 2024年10月5日

山　梨 B 50 988 (938) 50 2024年10月1日

長  野 B 50 998 (948) 50 2024年10月1日

岐　阜 B 50 1,001 (950) 51 1 2024年10月1日

静　岡 B 50 1,034 (984) 50 2024年10月1日

愛　知 A 50 1,077 (1,027) 50 2024年10月1日

三　重 B 50 1,023 (973) 50 2024年10月1日

滋　賀 B 50 1,017 (967) 50 2024年10月1日

京　都 B 50 1,058 (1,008) 50 2024年10月1日

大　阪 A 50 1,114 (1,064) 50 2024年10月1日

兵　庫 B 50 1,052 (1,001) 51 1 2024年10月1日

奈　良 B 50 986 (936) 50 2024年10月1日

和歌山 B 50 980 (929) 51 1 2024年10月1日

鳥　取 C 50 957 (900) 57 7 2024年10月5日

島　根 B 50 962 (904) 58 8 2024年10月12日

岡　山 B 50 982 (932) 50 2024年10月2日

広　島 B 50 1,020 (970) 50 2024年10月1日

山　口 B 50 979 (928) 51 1 2024年10月1日

徳　島 B 50 980 (896) 84 34 2024年11月1日

香　川 B 50 970 (918) 52 2 2024年10月2日

愛　媛 B 50 956 (897) 59 9 2024年10月13日

高　知 C 50 952 (897) 55 5 2024年10月9日

福　岡 B 50 992 (941) 51 1 2024年10月5日

佐　賀 C 50 956 (900) 56 6 2024年10月17日

長　崎 C 50 953 (898) 55 5 2024年10月12日

熊　本 C 50 952 (898) 54 4 2024年10月5日

大　分 C 50 954 (899) 55 5 2024年10月5日

宮　崎 C 50 952 (897) 55 5 2024年10月5日

鹿児島 C 50 953 (897) 56 6 2024年10月5日

沖　縄 C 50 952 (896) 56 6 2024年10月9日

1,055 (1,004) 51 -
　　※　括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額

最低賃金額【円】 (※)

全国加重平均

令和６年度　地域別最低賃金　改定状況

-7-

nakatsukat
フリーテキスト
資料№３




-8-



令和６年度　特定最低賃金の審議・決定状況

処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業 1048 R6.12.1

鉄鋼業 1100 R6.12.1

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1049 R6.12.1

船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 1040 R6.12.1

鉄鋼業 1045 R6.12.21

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 968 R6.12.21

百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業 956 R6.12.21

自動車小売業 963 R6.12.21

鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 1008 R7.1.22

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 985 R7.1.22

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 975 R7.1.22

百貨店，総合スーパー 800 (※) H30.12.28

各種商品小売業 767 (※) H28.12.11

自動車小売業 1004 R7.1.22

鉄鋼業 1059 R6.12.15

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1012 R6.12.15

自動車小売業 1036 R6.12.15

非鉄金属製錬・精製業 1011 R6.12.25

電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製
造業 958 R6.12.25

自動車・同附属品製造業 1020 R6.12.25

自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 980 R6.12.25

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 1012 R6.12.25

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 996 R6.12.25

自動車・同附属品製造業 1012 R6.12.25

自動車整備業 1017 R6.12.25

非鉄金属製造業 996 R7.1.4

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 928 (※) R6.1.12

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 880 (※) R4.12.30

輸送用機械器具製造業 1005 R6.12.21

自動車小売業 1020 R6.12.29

福 島 955

宮 城 973

秋 田 951

山 形 955

北 海 道 1010

青 森 953

岩 手 952

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 時間額
効力

発生日

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定
最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。 -9-
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令和６年度　特定最低賃金の審議・決定状況

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 時間額
効力

発生日

鉄鋼業 1098 R6.12.31

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1055 R6.12.31

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 1052 R6.12.31

各種商品小売業 881 (※) R3.12.31

塗料製造業 1109 R6.12.31

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1055 R6.12.31

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医
療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 1056 R6.12.31

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1056 R6.12.31

自動車・同附属品製造業 1064 R6.12.31

各種商品小売業 874 (※) R2.12.31

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1067 R6.12.28

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同部分品、事
務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 1056 R6.12.28

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1056 R6.12.28

輸送用機械器具製造業 1056 R6.12.28

非鉄金属製造業 1098 R6.12.1

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1105 R6.12.1

輸送用機械器具製造業 1102 R6.12.1

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1114 R6.12.1

各種商品小売業 849 (※) H28.12.1

自動車小売業 1089 R6.12.1

調味料製造業 889 (※) H29.12.25

鉄鋼業 1147 R6.12.25

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 922 (※) H30.12.25

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・
レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 887 (※) H29.12.25

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1105 R6.12.25

各種商品小売業 848 (※) H28.12.25

自動車（新車）小売業 922 (※) H30.12.25

鉄鋼業 871 (※) H26.3.23

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 832 (※) H22.12.31

業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 829 (※) H22.12.31

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業，舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 838 (※) H24.2.18

東京 1163

群 馬 985

埼 玉 1078

千 葉 1076

茨 城 1005

栃 木 1004

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定
最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。 -10-



令和６年度　特定最低賃金の審議・決定状況

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 時間額
効力

発生日

塗料製造業 894 (※) H27.3.1

鉄鋼業 874 (※) H26.3.15

非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 821 (※) H22.12.20

ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 857 (※) H25.3.1

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 890 (※) H27.3.1

輸送用機械器具製造業 855 (※) H25.3.1

自動車小売業 842 (※) H23.12.21

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1005 R5.12.27

各種商品小売業 932 (※) R5.12.30

自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 1015 R6.12.8

アルミニウム第２次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金
属製サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業 781 (※) H27.12.26

玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業 1035 R6.12.27

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1002 R6.12.26

百貨店、総合スーパーマーケット 1003 R6.12.26

自動車（新車）小売業 769 (※) H23.1.20

綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、その他の紡績、染色整理、綱、漁網、網地製造業 782 (※) H29.12.31

洋食器・刃物・手道具・金物類、金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品製造業
763

6102
(※)
(日額) H11.12.26

金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送
電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業 1040 R6.12.31

電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業 1008 R6.12.31

自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業 1040 R6.12.31

百貨店、総合スーパーマーケット 994 R6.12.31

紡績業，化学繊維、織物、染色整理業 830 (※) R1.12.24

繊維機械、金属加工機械製造業 933 (※) R5.12.24

電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電
用電気機械器具、産業用電気機械器具、電子応用装置、通信機械器具・同関連機械器具、映像・音響機械器具製造業 857 (※) R1.12.24

百貨店，総合スーパー 840 (※) R2.12.24

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1047 R6.12.27

自動車・同附属品製造業 1029 R7.1.3

印刷、製版業 850 (※) R1.12.31

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1043 R6.12.12

計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 1032 R7.1.1

各種商品小売業 950 (※) R5.12.31

山 梨 988

長 野 998

富 山 998

石 川 984

福 井 984

神 奈 川 1,162

新 潟 985

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定
最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。 -11-



令和６年度　特定最低賃金の審議・決定状況

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 時間額
効力

発生日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 965 (※) R5.12.21

自動車・同附属品製造業 1057 R6.12.21

航空機・同附属品製造業 1049 R6.12.21

パルプ・紙・加工紙製造業 786 (※) H27.12.31

タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 915 (※) R3.12.20

鉄鋼、非鉄金属製造業 1057 R6.12.21

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1073 R6.12.21

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1042 R6.12.21

各種商品小売業 886 (※) R1.12.21

染色整理業 732 (※) H20.12.16

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1111 R6.12.16

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 968 (※) R3.12.16

計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 875 (※) H29.12.16

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 901 (※) H30.12.16

輸送用機械器具製造業 1081 R6.12.16

各種商品小売業 847 (※) H28.12.16

自動車（新車）、自動車部分品・付属品小売業 800 (※) H19.12.16

自動車（新車）小売業 943 (※) R2.12.16

ガラス・同製品製造業 923 (※) R3.12.21

銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業
739

5907
(※)
(日額) H10.12.15

電線・ケーブル製造業 1033 R6.12.21

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 843 (※) H27.12.20

一般機械器具製造業 762 (※) H15.12.15

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1031 R6.12.21

建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属
品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 1047 R6.12.21

紡績業，化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業 789 (※) H28.12.30

ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 1046 R6.12.31

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1060 R6.12.31

計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製
造業 1050 R6.12.31

自動車・同附属品製造業 1062 R6.12.31

各種商品小売業 840 (※) H30.12.29

滋 賀 1017

静 岡 1034

愛 知 1077

三 重 1023

岐 阜 1001

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定
最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。 -12-



令和６年度　特定最低賃金の審議・決定状況

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 時間額
効力

発生日

金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 933 (※) R1.12.22

ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、繊維機械製造業、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用
機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、事務用機械器具製造業、サービ
ス用・娯楽用機械器具製造業、建設機械・鉱山機械製造業

822 (※) H20.12.21

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1074 R7.1.19

輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業 1076 R7.1.19

各種商品小売業 938 (※) R4.1.26

自動車（新車）小売業 939 (※) R4.1.26

塗料製造業 1120 R6.12.1

鉄鋼業 1120 R6.12.1

非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 993 (※) R3.12.1

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属線製品
製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1127 R6.12.1

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1127 R6.12.1

自動車・同附属品製造業 1119 R6.12.1

自動車小売業 993 (※) R3.12.1

繊維工業 800 (※) H28.3.1

塗料製造業 1099 R6.12.1

鉄鋼業 1116 R6.12.1

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 1087 R6.12.1

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 1053 R6.12.1

電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 1053 R6.12.1

輸送用機械器具製造業 1126 R6.12.1

各種商品小売業 797 (※) H28.2.1

自動車小売業 963 (※) R4.12.1

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 905 (※) R3.12.29

電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業 891 (※) R3.12.29

自動車小売業 892 (※) R3.12.29

木材・木製品・家具・装備品製造業
816

6527
(※)
(日額) H1.1.25

鉄鋼業 1103 R6.12.30

百貨店，総合スーパー 869 (※) R3.12.30

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 963 R6.12.19

各種商品小売業 902 (※) R5.12.15

鳥 取 957

兵 庫 1052

奈 良 986

和歌山 980

京 都 1058

大 阪 1114

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定
最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。 -13-



令和６年度　特定最低賃金の審議・決定状況

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 時間額
効力

発生日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1092 R6.11.28

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1068 R6.12.5

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 987 R6.12.27

自動車・同附属品製造業 1028 R6.11.30

百貨店，総合スーパー 905 (※) R5.12.28

自動車（新車）小売業 1000 R6.12.5

耐火物製造業 1026 R6.12.28

鉄鋼業 1102 R6.12.8

空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機械、生活関
連産業用機械、基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、他に分類されない生
産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業

1054 R7.1.9

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1025 R6.12.25

自動車・同附属品製造業 1039 R6.12.29

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1094 R6.12.28

各種商品小売業 933 (※) R6.1.10

製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業 1114 R6.12.31

建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 1052 R7.2.21

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1070 R6.12.31

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1045 R6.12.31

自動車・同附属品製造業 1048 R6.12.31

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1080 R7.2.21

各種商品小売業 903 (※) R3.12.31

自動車小売業 1038 R7.2.21

鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業 1116 R6.12.15

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1032 R6.12.15

輸送用機械器具製造業 1088 R6.12.15

百貨店、総合スーパーマーケット 1000 R6.12.15

造作材・合板・建築用組立材料製造業 876 (※) R3.12.21

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1070 R6.12.21

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1038 R6.12.21

広 島 1020

山 口 979

徳 島 980

島 根 962

岡 山 982

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定
最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。 -14-



令和６年度　特定最低賃金の審議・決定状況

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 時間額
効力

発生日

冷凍調理食品製造業 849 (※) R3.12.15

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1092 R6.12.15

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1030 R6.12.15

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1093 R7.1.8

パルプ、紙製造業 1050 R6.12.25

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1049 R6.12.25

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1038 R6.12.25

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1070 R6.12.25

各種商品小売業 854 (※) R4.12.25

電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業 793 (※) R1.12.29

一般貨物自動車運送業 910 (※) H19.6.2

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1106 R6.12.10

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1071 R6.12.10

輸送用機械器具製造業 1081 R6.12.10

百貨店、総合スーパーマーケット 1000 R6.12.10

自動車(新車)小売業 1066 R6.12.10

陶磁器・同関連製品製造業 957 R6.12.21

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用
機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造
業

1010 R6.12.20

発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器
具・同関連機械器具、電子計算機・同附属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子
部品・デバイス・電子回路製造業

996 R6.12.19

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 875 (※) R1.12.7

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 864 (※) R3.12.29

船舶製造・修理業，舶用機関製造業 875 (※) R1.11.29

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 996 R6.12.15

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1019 R6.12.15

百貨店，総合スーパー 855 (※) R4.12.15

鉄鋼業 1106 R6.12.25

非鉄金属製造業 1053 R6.12.25

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 996 R6.12.25

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 997 R6.12.25

各種商品小売業 716 (※) H28.12.25

自動車（新車）小売業 991 R6.12.25

熊 本 952

大 分 954

福 岡 992

佐 賀 956

長 崎 953

香 川 970

愛 媛 956

高 知 952

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定
最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。 -15-



令和６年度　特定最低賃金の審議・決定状況

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種 時間額
効力

発生日

部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 678 (※) H26.12.26

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 831 (※) R3.12.24

各種商品小売業 705 (※) H27.12.24

自動車（新車）小売業 927 (※) R5.12.20

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 842 (※) R3.12.17

百貨店，総合スーパー 693 (※) H26.12.26

自動車(新車）小売業 986 R6.12.21

糖類製造業 769 (※) H30.11.25

新聞業 879 (※) R4.11.17

各種商品小売業 770 (※) H30.11.23

自動車(新車)小売業 770 (※) H30.11.18

鹿 児 島 953

沖 縄 952

宮 崎 952

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定
最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。 -16-
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（金） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月2日（土） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月3日（日） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月4日（月） 8月19日（火） 8月29日（金） 9月28日（日）

8月5日（火） 8月20日（水） 9月1日（月） 10月1日（水）

8月6日（水） 8月21日（木） 9月2日（火） 10月2日（木）

8月7日（木） 8月22日（金） 9月3日（水） 10月3日（金）

8月8日（金） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月9日（土） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月10日（日） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月11日（月） 8月26日（火） 9月5日（金） 10月5日（日）

8月12日（火） 8月27日（水） 9月8日（月） 10月8日（水）

8月13日（水） 8月28日（木） 9月9日（火） 10月9日（木）

8月14日（木） 8月29日（金） 9月10日（水） 10月10日（金）

8月15日（金） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月16日（土） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月17日（日） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月18日（月） 9月2日（火） 9月12日（金） 10月12日（日）

8月19日（火） 9月3日（水） 9月16日（火） 10月16日（木）

8月20日（水） 9月4日（木） 9月17日（水） 10月17日（金）

8月21日（木） 9月5日（金） 9月18日（木） 10月18日（土）

8月22日（金） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月23日（土） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月24日（日） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月25日（月） 9月9日（火） 9月22日（月） 10月22日（水）

8月26日（火） 9月10日（水） 9月24日（水） 10月24日（金）

8月27日（水） 9月11日（木） 9月25日（木） 10月25日（土）

8月28日（木） 9月12日（金） 9月26日（金） 10月26日（日）

8月29日（金） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月30日（土） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月31日（日） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

9月1日（月） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

9月2日（火） 9月17日（水） 9月30日（火） 10月30日（木）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 8営業日 30日

→ → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月3日（水） 9月18日（木） 10月1日（水） 10月31日（金）

9月4日（木） 9月19日（金） 10月2日（木） 11月1日（土）

9月5日（金） 9月22日（月） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月6日（土） 9月22日（月） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月7日（日） 9月22日（月） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月8日（月） 9月24日（水） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月9日（火） 9月24日（水） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月10日（水） 9月25日（木） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月11日（木） 9月26日（金） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月12日（金） 9月29日（月） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月13日（土） 9月29日（月） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月14日（日） 9月29日（月） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月15日（月） 9月30日（火） 10月10日（金） 11月9日（日）

9月16日（火） 10月1日（水） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月17日（水） 10月2日（木） 10月15日（水） 11月14日（金）

9月18日（木） 10月3日（金） 10月16日（木） 11月15日（土）

9月19日（金） 10月6日（月） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月20日（土） 10月6日（月） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月21日（日） 10月6日（月） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月22日（月） 10月7日（火） 10月20日（月） 11月19日（水）

9月23日（火） 10月8日（水） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月24日（水） 10月9日（木） 10月22日（水） 11月21日（金）

9月25日（木） 10月10日（金） 10月23日（木） 11月22日（土）

9月26日（金） 10月14日（火） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月27日（土） 10月14日（火） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月28日（日） 10月14日（火） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月29日（月） 10月14日（火） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月30日（火） 10月15日（水） 10月27日（月） 11月26日（水）

10月1日（水） 10月16日（木） 10月28日（火） 11月27日（木）

10月2日（木） 10月17日（金） 10月29日（水） 11月28日（金）

10月3日（金） 10月20日（月） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月4日（土） 10月20日（月） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月5日（日） 10月20日（月） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月6日（月） 10月21日（火） 10月31日（金） 11月30日（日）

10月7日（火） 10月22日（水） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月8日（水） 10月23日（木） 11月5日（水） 12月5日（金）

10月9日（木） 10月24日（金） 11月6日（木） 12月6日（土）

10月10日（金） 10月27日（月） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月11日（土） 10月27日（月） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月12日（日） 10月27日（月） 11月7日（金） 12月7日（日）
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

9月1日（月） 9月16日（火） 10月1日（水） 10月31日（金）

9月2日（火） 9月17日（水） 10月2日（木） 11月1日（土）

9月3日（水） 9月18日（木） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月4日（木） 9月19日（金） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月5日（金） 9月22日（月） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月6日（土） 9月22日（月） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月7日（日） 9月22日（月） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月8日（月） 9月24日（水） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月9日（火） 9月24日（水） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月10日（水） 9月25日（木） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月11日（木） 9月26日（金） 10月10日（金） 11月9日（日）

9月12日（金） 9月29日（月） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月13日（土） 9月29日（月） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月14日（日） 9月29日（月） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月15日（月） 9月30日（火） 10月15日（水） 11月14日（金）

9月16日（火） 10月1日（水） 10月16日（木） 11月15日（土）

9月17日（水） 10月2日（木） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月18日（木） 10月3日（金） 10月20日（月） 11月19日（水）

9月19日（金） 10月6日（月） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月20日（土） 10月6日（月） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月21日（日） 10月6日（月） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月22日（月） 10月7日（火） 10月22日（水） 11月21日（金）

9月23日（火） 10月8日（水） 10月23日（木） 11月22日（土）

9月24日（水） 10月9日（木） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月25日（木） 10月10日（金） 10月27日（月） 11月26日（水）

9月26日（金） 10月14日（火） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月27日（土） 10月14日（火） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月28日（日） 10月14日（火） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月29日（月） 10月14日（火） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月30日（火） 10月15日（水） 10月29日（水） 11月28日（金）

10月1日（水） 10月16日（木） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月2日（木） 10月17日（金） 10月31日（金） 11月30日（日）

10月3日（金） 10月20日（月） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月4日（土） 10月20日（月） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月5日（日） 10月20日（月） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月6日（月） 10月21日（火） 11月5日（水） 12月5日（金）

10月7日（火） 10月22日（水） 11月6日（木） 12月6日（土）

10月8日（水） 10月23日（木） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月9日（木） 10月24日（金） 11月10日（月） 12月10日（水）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月10日（金） 10月27日（月） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月11日（土） 10月27日（月） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月12日（日） 10月27日（月） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月13日（月） 10月28日（火） 11月12日（水） 12月12日（金）

10月14日（火） 10月29日（水） 11月13日（木） 12月13日（土）

10月15日（水） 10月30日（木） 11月14日（金） 12月14日（日）

10月16日（木） 10月31日（金） 11月17日（月） 12月17日（水）

10月17日（金） 11月4日（火） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月18日（土） 11月4日（火） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月19日（日） 11月4日（火） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月20日（月） 11月4日（火） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月21日（火） 11月5日（水） 11月19日（水） 12月19日（金）

10月22日（水） 11月6日（木） 11月20日（木） 12月20日（土）

10月23日（木） 11月7日（金） 11月21日（金） 12月21日（日）

10月24日（金） 11月10日（月） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月25日（土） 11月10日（月） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月26日（日） 11月10日（月） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月27日（月） 11月11日（火） 11月26日（水） 12月26日（金）

10月28日（火） 11月12日（水） 11月27日（木） 12月27日（土）

10月29日（水） 11月13日（木） 11月28日（金） 12月28日（日）

10月30日（木） 11月14日（金） 12月1日（月） 12月31日（水）

10月31日（金） 11月17日（月） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月1日（土） 11月17日（月） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月2日（日） 11月17日（月） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月3日（月） 11月18日（火） 12月3日（水） 1月2日（金）

11月4日（火） 11月19日（水） 12月4日（木） 1月3日（土）

11月5日（水） 11月20日（木） 12月5日（金） 1月4日（日）

11月6日（木） 11月21日（金） 12月8日（月） 1月7日（水）

11月7日（金） 11月25日（火） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月8日（土） 11月25日（火） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月9日（日） 11月25日（火） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月10日（月） 11月25日（火） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月11日（火） 11月26日（水） 12月10日（水） 1月9日（金）

11月12日（水） 11月27日（木） 12月11日（木） 1月10日（土）

11月13日（木） 11月28日（金） 12月12日（金） 1月11日（日）

11月14日（金） 12月1日（月） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月15日（土） 12月1日（月） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月16日（日） 12月1日（月） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月17日（月） 12月2日（火） 12月16日（火） 1月15日（木）

11月18日（火） 12月3日（水） 12月17日（水） 1月16日（金）

11月19日（水） 12月4日（木） 12月18日（木） 1月17日（土）
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

11月20日（木） 12月5日（金） 12月19日（金） 1月18日（日）

11月21日（金） 12月8日（月） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月22日（土） 12月8日（月） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月23日（日） 12月8日（月） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月24日（月） 12月9日（火） 12月23日（火） 1月22日（木）

11月25日（火） 12月10日（水） 12月24日（水） 1月23日（金）

11月26日（水） 12月11日（木） 12月25日（木） 1月24日（土）

11月27日（木） 12月12日（金） 12月26日（金） 1月25日（日）

11月28日（金） 12月15日（月） 1月5日（月） 2月4日（水）

11月29日（土） 12月15日（月） 1月5日（月） 2月4日（水）

11月30日（日） 12月15日（月） 1月5日（月） 2月4日（水）

12月1日（月） 12月16日（火） 1月6日（火） 2月5日（木）

12月2日（火） 12月17日（水） 1月7日（水） 2月6日（金）

12月3日（水） 12月18日（木） 1月8日（木） 2月7日（土）

12月4日（木） 12月19日（金） 1月9日（金） 2月8日（日）

12月5日（金） 12月22日（月） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月6日（土） 12月22日（月） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月7日（日） 12月22日（月） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月8日（月） 12月23日（火） 1月14日（水） 2月13日（金）

12月9日（火） 12月24日（水） 1月15日（木） 2月14日（土）

12月10日（水） 12月25日（木） 1月16日（金） 2月15日（日）

12月11日（木） 12月26日（金） 1月19日（月） 2月18日（水）

12月12日（金） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月13日（土） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月14日（日） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月15日（月） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月16日（火） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月17日（水） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月18日（木） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月19日（金） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月20日（土） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月21日（日） 1月5日（月） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月22日（月） 1月6日（火） 1月21日（水） 2月20日（金）

12月23日（火） 1月7日（水） 1月22日（木） 2月21日（土）

12月24日（水） 1月8日（木） 1月23日（金） 2月22日（日）

12月25日（木） 1月9日（金） 1月26日（月） 2月25日（水）

12月26日（金） 1月13日（火） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月27日（土） 1月13日（火） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月28日（日） 1月13日（火） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月29日（月） 1月13日（火） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月30日（火） 1月14日（水） 1月28日（水） 2月27日（金）

12月31日（水） 1月15日（木） 1月29日（木） 2月28日（土）
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鳥取地方最低賃金審議会事業場視察実績 

 

○平成 29 年度 

  平成 29 年７月 31 日(月) 

  （午前中に視察、午後、本審と第 1 回専門部会） 

 

  視察事業場  オリイ精機(株) （代表取締役 小林正昭） 

  所在地    鳥取市若葉台南７丁目４番３号 

  業務内容   プレス自動化装置等の製造 

  労働者数   39 人 

 

○平成 30 年度 

  平成 30 年７月 25 日(水) 

   （県最賃の諮問を行う審議会において事業場視察について決定、目安伝達を行 

   う審議会の前に実施・7 月 2 日に本審、25 日に視察、30 日に本審） 

 

  視察事業場   (株)吉谷機械製作所 （代表取締役 吉谷典雄） 

  所在地    鳥取市古海３５６－１ 

  業務内容   消防ポンプ自動車・消防用機械器具の製造販売等 

  労働者数   82 名 

 

○令和元年度 

  令和元年７月 17 日(水) 

  （県最賃の諮問を行う審議会において事業場視察について決定、目安伝達を行 

   う審議会の前に実施・7 月 5 日に本審、17 日に視察、8 月 2 日に本審） 

 

  視察事業場   (株)ファイナール （代表取締役会長 森下 辰夫） 

  所在地    鳥取市上味野１５番地 

  業務内容   健康食品、健康茶の委託製造 

  労働者数   82 名 

 

○令和２年度・令和３年度 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため中止 

 

 

-31-

nakatsukat
フリーテキスト
資料№10



 

 

○令和４年度 

  令和４年６月 17 日(金) 

  （令和４年４月中に全委員に対し、面談等により、本審開催前に事業場視察を公労

使代表委員により実施することで了承、６月 17 日に視察実施、７月４日本審に

て報告） 

 

  視察事業場   (株)アキラス （代表取締役 河毛 寛） 

  所在地    鳥取市河原町今在家６００ 今在家工場 

  業務内容   食料品製造業 （弱電業務も実施） 

  労働者数   35 名 

 

○令和５年度 

  令和５年６月 16 日(金) 

  （令和５年４月中に全委員に対し、面談等により、本審開催前に事業場視察を公労

使代表委員により実施することで了承、６月 16 日に視察実施、７月７日本審に

て報告） 

 

  視察事業場   (株)エスマート（代表取締役社長 寺谷 淳） 

         エスマート鳥取南ＩＣ店（店長 横田 秀美） 

  所在地    鳥取市河原町布袋 198-1 

  業務内容   各種食料品小売業 

  労働者数   498 名（企業全体） 

 

○令和６年度 

  令和６年６月 24 日(月) 

  （第 543 本審にて委員全員参加の方向性が示されたが、視察先業場との調整の結

果、公労使代表委員により実施、７月１日本審にて報告） 

 

  視察事業場   (株)丸由（代表取締役 岡 周一） 

         丸由百貨店（店長 田中 秀明） 

  所在地    鳥取市今町 2-151 

  業務内容   各種商品小売業 

  労働者数   111 名（企業全体） 
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